
 

 

 

千葉県営水道事業中期経営計画 
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千葉県営水道は、昭和９年に創設され、昭和１１年から給水を開始して以来、県勢

の発展に合わせ、数度の事業拡大を行ってまいりました。 

その結果、今日では県北西部を中心に１１市、約３００万人のお客様に水を供給 

する給水人口全国第３位の大規模水道事業体にまで発展いたしました。 

この間、安全かつ良質な水を安定してお客様にお届けすることを最大の使命として、

安定水源の確保、浄・給水場や管路等の整備・更新、危機管理体制の充実、業務効率

の向上や経営体質の強化等に取り組んでまいりました。 

近年の県営水道を取り巻く環境は大きく変貌しつつあり、頻発する自然災害、将来

的には人口減少社会の到来、さらに施設や管路の更新需要の増大などもあり、様々な

課題に対応していく必要があります。 

こうした中で、この計画は県営水道の経営に関する基本方針として、基本理念  

「いつでも、安全でおいしい水を安定して供給し、お客様が安心し、信頼を寄せる  

水道」を掲げ、様々な経営課題に対処していくため、令和３年度から向こう５年間に

達成すべき基本目標とそれを具現化する主な施策・取組を体系的に取りまとめたもの

です。 

本計画では、健全経営の確保に取り組みつつ、地震や台風などの自然災害の経験を

踏まえるとともに、新型コロナウイルス感染症に対する危機管理の充実を図るなど、

いつでも安全でおいしい水をお届けすることで、お客様からのさらなる信頼と安心を

得られるように努めてまいります。 

また、計画の推進に当たっては、民間団体、民間企業等の多様な主体との協働・  

連携を図り、水道事業の持続及び発展に努めてまいります。 

 

今後とも、県営水道に対する県民の皆様の御理解と御協力をお願い申し上げます。 

 

 

                  千 葉 県 企 業 局 長       

                  千葉県水道事業管理者 
岡本 和貴 令和３年３月 
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第１章 計画の趣旨及び性格 

千
葉
県
営
水
道
事
業

中
期
経
営
計
画

（平
成
28
年
度

～
令
和
２
年
度
）

千葉県営水道事業
中期経営計画

（令和３年度～７年度）

千葉県営水道事業長期施設整備方針

経営戦略
（総務省）

新水道ビジョン
（厚生労働省）

千葉県版
水道ビジョン

この計画は、前計画「千葉県営水道事業中期経営計画」（計画期間：平成２８年度～

令和２年度）の実施により得られた成果を引き継ぎ、さらに発展させていくことを 

目的とした令和３年度から令和７年度までの千葉県営水道（以下「県営水道」という。）

の水道事業経営に関する基本計画であり、水道事業を運営する上での実施計画とも 

なるものです。 

また、県営水道では、水道施設の更新等に関する３０年間の施設整備の基本的な 

考え方を示した「千葉県営水道事業長期施設整備方針」により、水道施設の重要度、

老朽度及び耐震性等を考慮しながら、水道施設の更新・整備を計画的に実施していく

こととしています。本計画では、この方針に基づく更新・整備について５年間分の  

具体的な取組を盛り込んでいます。 

 

※本計画は、平成２５年３月に厚生労働省が策定した「新水道ビジョン※」に基づいて、各水道事業体が地域  

水道の理想像を具現化するために策定する「水道事業ビジョン」であるとともに、総務省が策定を求めて  

いる、地方公営企業の中長期的な経営の基本計画である「経営戦略※」としての性格も有しています。

  

※新水道ビジョン：水道を取り巻く環境の大きな変化に対応するため、50 年後、100 年後の将来を見据えた 
水道の理想像を明示するとともに、取組の方向性やその実現方策等を H25 年に厚生労働省が提示したもの。 

※経営戦略：中長期的な経営の基本計画であり、各公営企業において、総務省から策定を求められているもの。 
※千葉県版水道ビジョン：千葉県内水道が目指すべき目標を掲げ、それを実現するための今後 10 年間の取組 
 を示した「水道事業基盤強化に係る千葉県基本計画」。 
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第２章 県営水道の今日の姿 
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 昭和初期における東京湾沿岸地域は、河川水や地下水に依存していましたが、 

いずれも水質が悪く、伝染病が続発していました。このような状況を改善するため、

広域的観点から、昭和９年に県営水道事業が創設され、２年後の昭和１１年に、  

当時の千葉水源工場（現在の千葉分場）から千葉市内への給水を開始しました。 

その後、高度経済成長期における京葉臨海工業地帯の急速な開発と都市化の進展

による人口の急増、さらに成田ニュータウン及び千葉ニュータウンの建設並びに 

新東京国際空港（現「成田国際空港」）の開港等、県勢の発展を受けて、数度の   

事業拡張を行い、現在では給水人口で全国第３位の大規模事業体に成長しています。 
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（注）東京都及び大阪市は令和元年10月1日現在、神奈川県は平成31年4月1日現在 
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第２章 県営水道の今日の姿 
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県営水道は、現在、４つの取水場、５つの浄水場と１４の給水場・分場等の施設と

約９，１８０キロメートルに及ぶ管路を保有し、県人口の半分にあたる約３００万人

のお客様に毎日の暮らしを支える生活用水をお届けしています。 

また、国際拠点空港である成田国際空港、幕張メッセを中核とする幕張新都心、  

大規模テーマパーク等の日本を代表する大型集客施設、さらに東京湾岸地域の工業 

地帯をはじめとする企業等への給水を通じて千葉県の経済・生産活動の発展を支える

役割を担っています。 
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第２章 県営水道の今日の姿 
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 給水区域は１１市にまたがり、その面積は約５６６平方キロメートル（県面積の約

１１パーセント）に及んでいます。 

 １１市＝市川市、鎌ケ谷市、浦安市の全域及び千葉市、船橋市、松戸市、成田市、

習志野市、市原市、印西市、白井市の一部 

 

��)%�È�Ç�•�\)%�È5��b&ã�~�š �ƒ �~��  

 令和２年３月末現在の給水人口は3,056,177人（県人口の約４９パーセント）、  

普及率は９６．５パーセントに達しています。 

令和元年度の給水状況は、一日最大1,050,982立方メートル、一日平均867,086立方

メートル、年間では約3億1,735万立方メートルになっています。 

 また、用途別使用量では、家庭用が約８７パーセントを占めています。 

 

���È ;�l�g�w�È �� ��  

 水源は、利根川水系及び県内河川である養老川水系の河川・湖沼水です。 

また、その他に県営水道では北千葉広域水道企業団（利根川水系）及びかずさ水道

広域連合企業団（小櫃川水系）から受水しており、利根川水系への依存度は北千葉  

広域水道企業団からの受水を含め約９割となっています。 

 浄水場は、利根川及び印旛沼の水を利用している柏井浄水場、利根川の水を利用 

している北総浄水場、江戸川の水を利用している栗山浄水場とちば野菊の里浄水場 

及び養老川水系の高滝ダムの水を利用している福増浄水場があります。  
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第２章 県営水道の今日の姿 
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第３章 県営水道の現状と課題 
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県営水道は、昭和１１年に給水を開始して以来、高度経済成長期における   

京葉臨海工業地帯の急速な開発と都市化の進展による人口の急増、さらに成田 

ニュータウン及び千葉ニュータウンの建設並びに新東京国際空港（現「成田国際

空港」）の開港等により急増する水需要に合わせて順次、水道施設の拡張工事を  

進めてきました。 

このため、県営水道の浄・給水場等は、昭和３０年代以降に建設されたものが

多く、特に昭和４０年代から５０年代にかけて集中的に建設され、これらの施設

の老朽化が急速に進行しています。 
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第３章 県営水道の現状と課題 
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長期間にわたって施設の機能を維持させるためには、重要度や老朽度を踏まえ、

適切に維持管理を実施する必要があります。県営水道では、浄・給水場等の施設に

ついては、適切かつ積極的な保守・点検及び修繕等の維持管理を実施することで、

管路については、保守・点検や修繕等の履歴を、予防保全型維持管理に活用する  

ことで、それぞれの施設の長寿命化を図っています。 

また、保守・点検及び修繕等、維持管理の履歴を電子情報化する等、適切に整理・

蓄積し、更新・整備計画の基礎データとして活用しています。 

今後においても、引き続き、施設の更新計画との整合を図りながら、適切な維持

管理により、施設の健全性を保持するとともに、長寿命化によるライフサイクル 

コストの低減を図る必要があります。 
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  施設の更新・整備を計画的に進めるためには、水道施設の状況や更新需要を的確

に把握するとともに、上水道システムの再構築を見据えた長期的な将来像の検討が

必要です。 

  県営水道ではこれまでの使用実績などから、施設毎に目標使用年数※を定め、  

計画的に更新を実施しています。 

  施設の建設時期が集中しているため、更新時期も集中することが見込まれますが、

施設の更新中における安定給水を維持するために必要な施設能力や、財源・事業量

等を考慮し、引き続き、予防保全による長寿命化を図るとともに、各施設の重要度

や老朽度等を踏まえて事業の平準化を行うなど、長期的な視点に立った計画的な更

新・整備が必要となります。 

 

  

�W>1>+>0 'ö2°�Ã�º�ß�î�Ý  
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※目標使用年数：・浄・給水場等 ６０～８０年 土木・建築・鋼構造物等（対象施設により異なります。） 

１５～３０年 電気・機械・計装設備 （対象設備により異なります。） 

        ・管 路 施 設  ６０～８０年 管路施設（材質、口径などにより異なります。） 
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第３章 県営水道の現状と課題 
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平成２３年３月に発生した東日本大震災では、震源から遠く離れた県営水道の 

給水区域内においても、湾岸埋立地域を中心に液状化が生じ、大規模な管路被害が

発生しました。県営水道では、東日本大震災の教訓を踏まえ、近い将来に発生が  

懸念される地震等に備えて、施設・管路の耐震化を推進しています。 

 

 �”  �‹0¿�b*•7È�ì  

   施設のはたらきを常時監視している監視制御装置、送・配水の心臓部である 

ポンプ設備など、安定給水に重要な設備が設置されている施設の耐震化を実施 

しており、令和元年度末において、施設全体のうち約９８パーセントの耐震化 

工事（レベル１※対応）が完了しています。 

今後においても引き続き、近い将来に発生が懸念される地震等に備え、施設の 

耐震化を進めていく必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

※レベル１：施設の供用期間中に発生する確率が高い地震動。 
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第３章 県営水道の現状と課題 
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   県営水道では、阪神・淡路大震災や新潟県中越地震における管路の被害状況を

踏まえ、平成１８年度から、耐震継手管を全面的に採用し、耐震化を推進して  

います。 

   給水区域内の管路延長は令和元年度末で約９，１８０キロメートルであり、 

全管路の耐震化率は２３．６パーセント、うち湾岸埋立地域の耐震化率は   

４７．７パーセントとなっています。 

   今後においても、引き続き、湾岸埋立地域の管路、病院や防災拠点※等の    

重要給水施設への管路等を優先的に更新するなど、耐震化を進めていく必要が 

あります。 
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第３章 県営水道の現状と課題 

 

 

>&>0>'�4�µ'ö#.�/�D�b
˜��  

  水道は、飲料水や生活に必要な水を供給するための施設であるため、災害その他

の非常時においても、断水その他の給水への影響を可能な限り最小限にとどめると

ともに、速やかに復旧する必要があります。 

県営水道では、災害発生時の被害を最小限に抑えるため、給水区域内１１市等 

関係機関との連携強化や実践的な訓練の実施により、非常時に確実に行動できる 

体制を構築するなど、危機管理体制の充実に取り組んでいます。 

近年、地震や台風に代表される自然災害は激甚化の様相を見せており、今後に 

おいては、危機管理体制の更なる充実を図る必要があります。 

 

>&>1>'�4�µ'ö#.�P'Ç�b�Ñ
˜  

近年、台風・豪雨等による停電・浸水被害や、新型コロナウイルス感染症の拡大

など、安定給水の脅威となる様々な災害等が県内をはじめ日本各地で発生して  

います。 

県営水道では、これまで主に施設の耐震化等の地震対策や覆蓋化による異物混入

対策を実施してきたところですが、今後においては、様々な災害の脅威に対応する

ため、危機管理対策の拡充を着実かつ迅速に進めていく必要があります。 

 

 

 

  

�W>1>+>5 �w�È�� �b0]-y �ì  
 

 

※防災拠点：災害対策本部が設置される県庁や市役所、また応急給水や応急復旧の活動拠点となる水道事務所

（支所含む）。 
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第３章 県営水道の現状と課題 
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県営水道の水源は利根川、江戸川、印旛沼及び高滝ダムです。これらの水源の  

水質状況は関係者の水質保全の推進等により、一定の水準で推移していますが、 

他の水道事業体と比較して水源の水質は決して良好とはいえない状況にあります。 

また、近年では集中豪雨などによる大雨事象が増加傾向にあり、今後、気候変動

に伴う水源水質の急激な変動が増加する可能性があります。 

このような状況下においても、お客様にいつでも安心して飲んでいただける安全

な水道水を供給するため、県営水道では、引き続き水源の監視や保全、効果的な  

浄水処理が可能となる高度浄水処理の導入及び水質管理の徹底による水道水の 

品質確保が求められています。 
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第３章 県営水道の現状と課題 
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県営水道では、平成１８年度に「おいしい水づくり計画」を策定し、安全で   

おいしい水づくりに取り組んできた結果、水道水の「おいしさ」や「飲み水として

の満足度」等の評価は向上してきた一方で、お客様へのアンケート結果では、  

「安全性」や「おいしさ」へのニーズは依然として高い状況にあります。 

今後も、高い満足度を維持・向上させていくためには残留塩素の低減化や水質 

管理の徹底など、安全でおいしい水道水をお届けするための技術的な取組を継続 

するとともに、県営水道の水道水は安全でおいしく、安心して使用できることを、

お客様に発信し続けていく必要があります。 

  

�W>1>+>7 �È4(�È�b8ç�s�È �\�K �Z�b 62Š�Ø  
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第３章 県営水道の現状と課題 
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県営水道は、各水道事務所・支所に分散していたお客様からの申込手続き及び 

各種御相談などの受付業務を平成１６年８月に設置した県水お客様センターに 

集約化し、総合窓口としました。これにより、水道事務所等の所管区域に     

かかわらず同センターで受付を行えるなど、一定の利便性向上が図られました。 

一方で、近年、公共部門も含めた各種サービスは手続・支払等がオンライン上で

行えるデジタル化等が進んでいますが、県水お客様センターの手続・御相談の受付

業務体制は電話・書面中心でデジタル化等が遅れています。 

加えて、新型コロナウイルス感染症の影響により、「新たな日常」の実現のため、  

非接触・非対面のサービスのニーズは一層高まっていることもあり、県営水道の 

各種手続等のデジタル化等は急務となっています。 

今後、高齢化・人口減少により更に厳しくなる経営環境下において、より一層、

お客様に県営水道の利用に御満足をいただくために、ＩＣＴ（情報通信技術）※を 

積極的に導入して、各種手続き等の利便性の向上を進めていくことが必要です。 

 

>&>0>'�È4(�q5 '¼�b�-�v�8�‰�2  

県営水道は、従来の口座振替及び納付書（請求書）による金融機関・コンビニ  

エンスストアでの支払に加えて、令和２年１月からスマートフォン決済を導入し、

現在は４種類のスマートフォン決済サービスに対応しています。 

スマートフォン決済は、現金を用意して支払いのためにコンビニエンスストア 

又は金融機関などに行く必要がないため、時間・場所の制約が解消され、お客様の

利便性の向上が図られました。 

一方、料金の支払方法として未導入の決済方法もあることから、今後も、お客様

の御要望を十分考慮した上で、各種のキャッシュレス決済を導入することで、  

お客様の利便性の向上を図ることが必要となっています。 

  

※ＩＣＴ（Information and Communication Technology）：情報通信技術の略。 
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第３章 県営水道の現状と課題 
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平成３０年１月から千葉市、成田市、市原市及び鎌ケ谷市の４市、令和３年１月

から市川市、船橋市、松戸市、浦安市、印西市及び白井市の６市において、県営   

水道が各市から公共下水道の使用料等の徴収事務を受託する方式で、上下水道料金

の徴収一元化を実施しました。 

今後は、徴収一元化参加市とより一層連携を深めながら、お客様サービスの  

更なる充実に努めていくことが必要です。 
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水道事業は、主に水道料金によって運営されており、お客様との信頼関係を  

築いていく上で、その声を常に意識した事業運営が求められています。 

今後は、ＩＣＴ（情報通信技術）の進展による各種手続きのデジタル化等の進展

に伴い、現状の広聴手段に加え、お客様の御意見・御要望を的確に把握する新たな

手法の導入を検討していく必要があります。 

また、施設の更新需要の増大等により、事業環境が厳しくなることが予想される

ため、お客様に事業への御理解と御協力をいただけるよう、県営水道の実施する 

事業の必要性や経営状況をわかりやすく伝える必要があります。 
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第３章 県営水道の現状と課題 
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県では、これまで平成２２年３月に示した「県内水道の統合・広域化の当面の  

考え方」及び「九十九里地域・南房総地域の水道用水供給事業体と県営水道の統合

の考え方」、平成２７年９月に示した「県内水道の統合・広域化（取組方針）」、 

さらに、県が令和元年９月に策定した「水道事業基盤強化に係る千葉県基本計画 

（千葉県版水道ビジョン）」に基づき、県内水道の統合・広域連携を進めている  

ところです。 

現在、九十九里地域・南房総地域の水道用水供給事業体と県営水道の統合   

（リーディングケース※）及び県営水道が給水している地域の水道事業の在り方に

関する協議が進められていますが、その中で県営水道は、地域の中核水道事業体と

しての役割を果たすことが求められています。 

 

  

※リーディングケース： 

 平成 22 年 3 月に県が公表した「県内水道の統合・広域化の当面の考え方」の中で示した県営水道と九十九

里地域・南房総地域の用水供給事業体の統合のこと。 
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第３章 県営水道の現状と課題 

 

 

 

 

※白地は、用水供給を受けていない区域を表しています。 

  県営水道は、北千葉広域水道企業団とかずさ水道広域連合企業団から用水供給を受けており、

給水区域の一部に供給しています。 
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第３章 県営水道の現状と課題 
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県営水道では、国際協力機構（ＪＩＣＡ）※等からの要請を受け、開発途上国へ

の職員の派遣や研修生を受け入れて国際協力を行ってきました。特に、      

東ティモール民主共和国には平成２４年度から令和２年度までに長期派遣  

（１～３年）として４名、短期派遣（１～４週間）として２５名の技術職員を   

派遣し、同国への技術指導を行ってきました。 

同国への長期派遣では、水道システム全般の改善に向けた技術指導を、短期  

派遣では、浄水場の運転管理や水質管理、管路の漏水検知に関する技術指導を  

実施したところです。 

これらの技術指導の取組により、１日に数時間しか給水できなかった首都  

ディリにおいて、一部地域で２４時間給水が実現しました。 

今後も、県営水道は、全国屈指の規模を有する大規模事業体として、我が国の

水道技術の維持・発展に貢献する役割を果たすとともに、開発途上国への    

技術支援等の国際貢献を求められています。 

 

 

  

�W>1>+>/>/  �¾�¸�•�Ô�î�Ý �¸�z 
¹�ô�\�l�b*Ë�(�t45�_�|�• �•/¡�-�|  

 

※JICA（独立行政法人 国際協力機構）： 

 独立行政法人国際協力機構法に基づき設立された独立行政で、開発途上地域等の経済及び社会の開発若しく

は復興又は経済安定に寄与することを通じて、国際協力の促進並びに日本及び国際社会の健全な発展に資す

ることを目的としている。 
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第３章 県営水道の現状と課題 

 

 >&>0>'#”�C2�,´�b�*�ö  

水道水をお客様にお届けする過程では、電気などたくさんのエネルギーが必要

です。 

このため、県営水道では太陽光発電やマイクロ水力発電などによる再生可能    

エネルギーの活用、省エネルギー化や浄水発生土をはじめとした廃棄物の   

再資源化など、環境に配慮した事業を推進しています。 

今後においても、これらの環境負荷の低減に向けた取組を継続的に実施して 

いく必要があります。 
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第３章 県営水道の現状と課題 

 

>5 �ú
²�^)�� �b&��–  

>&>/>'�È4(�q5 �p
°  

県営水道の水道事業は、お客様からいただく水道料金を主たる収入として、  

独立採算制のもとで経営されています。 

これまで、県営水道の給水人口は増加しているものの、将来においては減少  

していくことが予想されます。 

このため、給水収益の増加が望めない状況にあります。 
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※国立社会保障・人口問題研究所の将来推計（平成30年推計） 
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第３章 県営水道の現状と課題 

�W>1>+>/>5 �û��
.>&�g9×�í$Î/œ 8 �í 
–5 
~4O8  >' �b�N&ã 

※Ｈ２８以降は施設に係る更新・整備費が増傾向にあるため、償還額の範囲

内で企業債の発行額を増加 
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>&>0>'��0¿�5,�2�  

水道施設に係る更新工事の実施により、建設改良費が増加する見込みです。 

今後においても、更新工事の実施に伴い、この傾向は続くと見込まれるため、

厳しい経営状況となることが予想されます。 

このため、企業債残高や資金残高の状況等を踏まえつつ、計画的な更新・整備

を実施することで健全経営を確保していく必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

>&>1>'�û��
.  

   県営水道では、給水人口の増加に伴う水需要の増加に対応した施設の整備・ 

拡張に係る財源として、企業債を活用してきました。近年においては、一定程度

の純利益を確保できていることから、新規の企業債発行額を元金償還額の範囲 

以内に抑制するなどにより、企業債残高の削減に努めてきました。 

   しかしながら、今後に

おいては、施設の更新・ 

耐震化などに多額の資金

需要が見込まれている 

ため、金利の動向や企業債

に関する各種経営指標等

に留意しつつ、世代間の負

担の公平性なども考慮し

ながらバランスよく企業

債の活用を図る必要があ

ります。 

 

�W>1>+>/>4 ��0¿�5,�2� �b�N&ã 
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第３章 県営水道の現状と課題 

 

>&>2>'�Ç�¦�b&��–�\*ñ�B �
�•/¡�b)E�Ž  

   安定給水を持続するためには、水道独自の技術を継承し、水道事業を取り巻く

環境の変化にも対応できる職員の確保と育成が必要です。 

特に、県営水道は昭和３０年代以降に整備した水道施設を多く抱えており、こ

の更新需要の増加への対応に必要な技術職員を確保するとともに、県営水道が長

年培ってきた技術力を効果的に若手職員へ継承するための体制づくりに取り組む 

必要があります。 
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第４章 県営水道のこれからの経営 

本計画では、前中期経営計画（平成２８年度～令和２年度）において設定した  

基本理念と基本目標を引き継いだ上で、昨今の社会情勢や自然災害、ＳＤＧｓ※の 

理念などを踏まえ、事業の推進に取り組んでまいります。 

 

>/  �ö�•#.�Õ  >+% �æ�M�‰�¥�ö>+ 
  本計画では、成熟型社会にふさわしい持続可能なライフラインとしての使命を 

果たし、お客様の豊かな暮らしと活力を支えるとともに、より安全でおいしい水 

づくりを推進していくため、計画の幹となる基本理念を次のとおりとします。 
 
>:�ö�•#.�Õ><  
 �8�X�[�v�
�ó
²�[�>�8�K�8�È�†�ó���K�Z�j)%�K�
�>���]�@�ó�°

�K�
�™8—�†�$�O�•�È4(  
 

>0 �ö�•% �†  �?% �æ�M�<�?  

  上に掲げた「基本理念」の実現に向けて、直面している経営課題に対処していく

ため、県営水道の目指す姿を基本目標として次のとおりとします。 
 

 �è  ���I8����^�È4(�b�S(�  

激甚化・多様化する災害に備え、水道施設の計画的な更新・災害対策と危機 

管理体制の強化を進める 
 

 �é  ���ó
²���^�È�b�j)%  

水源水質に対応した的確な浄水処理により、安全でおいしい水をお届けする 
 

 �ê  �>���]�?�}�b���™8—���b&��–  

   お客様の理解のもと、地球環境にも配慮し、将来を見据えた健全な事業運営 

を行う 

 

※SDGｓ：持続可能な開発目標 

 SDGｓとは、平成 27 年 9月の国連ｻﾐｯﾄで採択された「持続可能な開発のためのｱｼﾞｪﾝﾀﾞ」に記載された 

 2030 年までの国際目標です。17 の国際目標（ゴール）・169 のﾀｰｹﾞｯﾄから構成され、「地球上の誰一人と 

 して取り残さない」を理念として、持続可能で多様性と包摂性のある社会実現を目指しています。 
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第５章 実施計画（５か年の主要施策） 

  

この実施計画は、計画の実効性を高めるため、３つの「基本目標」の達成に向けて

８つの「主要施策」と２１の「主な取組」を体系化したものです。 

計画の推進に当たっては、目標を設定し、その達成に向けて必要な取組や事業を 

計画的に推進していきます。 

 

計画の体系 
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第５章 実施計画（５か年の主要施策） 

�� �ö�•% �†>/ �����I8����^�È4(�b�S(�  

�z0[�‹'Ç>&>/>'�ó��)%�È�b&��–  

 

�� �‹'Ç�b2ƒ�¨��  

�È4( �È�†�W�¶�_�ƒ�S�W�Z �>���]�_�ó��$×�_ �>�†�E�M�•�G�\�@ �È4( �¦��*…�b�q�±

�b�Q�è�[�M��  

�Q�b�S�u �
 *•�™�ì�b4
�t�w�í)%�È���b�‹0¿�l�g0¿
� �j�g�_ 'ö2°�_�X�8�Z�
4:�)�^

)T�â'ö#.�†/œ�8�^�@�}�
0£#ì$×�^�f�‚�í�Z
��†4
�u�Z�8�A�r�M��  

 

 

���z�^�v)���  

 

① 浄・給水場等の更新・整備 

浄・給水場は昭和３０年以降に集中して建設されており、その多くの施設で  

老朽化が進行していることから、安定給水を確保するため、浄・給水場等施設の

計画的な更新・整備を進めていきます。 

 

>:�z�^�¦��><  

�Ñ �U�d5�,å�b5��w�È��>&'¨>0�‡>'�‹0¿�Z
��¦��  

�Ñ �)�£�w�È��)%�È���ì�_�€�•�‹0¿�Z
��¦��  

�Ñ �w�í)%�È��'¼�b8��–#Ý+¬��$Î7Á0¿
��
!Þ�q#Ý�±�å�¡�b�Z
�  

  

�W>3>+>/  �U�d5�,å�b5� �w�È��>&'¨>0�‡>'�‹0¿�Z
��¦��  

 

※老朽化した栗山浄水場（左図）の機能を、ちば野菊の里浄水場（右図）に移転します。 
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第５章 実施計画（５か年の主要施策） 

 

② 管路の更新・整備 

老朽度や重要度等を勘案し、目標使用年数を踏まえ、引き続き小中口径管    

（管径５００ミリメートル未満の配水管）の更新を進めるとともに、大口径管 

（送水管、管径５００ミリメートル以上の配水管）の更新、基幹管路※の整備を 

行っていきます。 

 

�”>'5ê5r'ö�f�‚�d�¦>&�`�p�•�„'ö>'  

近い将来に発生が懸念される首都直下地震等の大規模地震に備え、湾岸埋立

地域の管路や、病院・防災拠点等の重要給水施設への管路を優先するとともに、

強度が低下するおそれや赤濁水の発生が懸念される管路等について更新して  

いきます。 

 

>:�z�^�¦��><  

�Ñ 5ê5r'ö�f�‚�d�¦  

 

�–>'�±�•�„'ö2°�f�‚�d�¦  

ダクタイル鋳鉄管※よりも強度が低い高級鋳鉄管※を使用した大口径管路に 

ついて、重要度及びバックアップの可否を評価基準とした優先順位を付けて 

更新を進めていきます。 

 

>:�z�^�¦��><  

�Ñ �±�•�„'ö2°�f�‚�d�¦>&�M�Ñ�)�£>|+ê9×)z  �Ú>'  

 

�˜>'�ö�¿'ö2°�b�Z
�   

老朽化が進行している木下～柏井導水管の代替管路として、新たに第二木下

～柏井導水管を整備していきます。 

 

>:�z�^�¦��><  

�Ñ �ö�¿'ö2°�b�Z
�>& '¨�§�Œ�W>|�ý�­�_�È'ö >'   

※基 幹 管 路：県営水道では、導水管、送水管及び管径 500mm 以上の配水管としている。 
※ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管：高級鋳鉄管より管体強度が高く、耐震性に優れている水道管で、現在、県営水道で主に使用

している。 
※高級鋳鉄管：昭和 5年から昭和 46 年頃まで製造された水道管で、ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管より管体強度が弱く、 

耐震性が低い。県営水道では、昭和 40 年頃まで布設し、現在でも一部に使用している。 
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第５章 実施計画（５か年の主要施策） 
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���z�^�v)���  

 

 ① 浄・給水場等の耐震化の推進 

水を送水する際に管の中の圧力を調整している調圧水槽※、一時的に貯水し 

安定した給水を行うための配水池等、浄・給水場の施設について、耐震診断及び

経年劣化等の状況を踏まえた耐震化を進めていきます。 

 

>:�z�^�¦��><  

�Ñ �3� �v�È��>|�ý�­�w�È��6ë�b1*�}�È�t�b*•7È�ì  

�Ñ +ê�«)%�È��4Ä�È�å�b*•7È�ì  

  

※調圧水槽：水量の急激な変化による水撃作用防止の目的で設置されている、水圧調節水槽のこと。 

�W>3>+>0 *•7È)E�m'ö �\ �Q�b�Ù)��s  

 

※管路の継ぎ手部分に伸縮性があり、地震で地盤にひずみが生じても管路が抜けたり、 

破損しないようになっています。 

 

（日本ダクタイル鉄管協会提供） 



29 

 

 

第５章 実施計画（５か年の主要施策） 

 

② 管路の耐震化の推進 

県営水道では、阪神・淡路大震災や新潟県中越地震における管路の被害状況を   

踏まえ、平成１８年度から、管路の更新・整備については耐震継手管※を全面的に  

採用し耐震化を推進しています。 

なお、近い将来に発生が懸念される首都直下地震等の大規模地震に備え、    

湾岸埋立地域の管路や、病院・防災拠点等の重要給水施設への管路の耐震化を  

優先して進めていきます。 
 

�”>' 4�Ê�Ù'g�…�æ�_�>�E�•'ö2°�b*•7È�ì  

東日本大震災の際に液状化が発生し、甚大な被害が生じたことを踏まえ、  

湾岸埋立地域については、大口径管路から分岐している主要な管路等を中心に

耐震化を進めていきます。 
 

>:�z�^�¦��><  

�Ñ 5ê5r'ö�f�‚�d�¦ ( 
Ì�V )  

 

�–>' 5�0[)%�È�‹0¿�_�j)%�M�• 'ö 2°�b*•7È�ì  

重要給水施設管路のうち、「災害拠点病院」及び「災害医療協力病院」並びに

「防災拠点」に供給する管路を中心に耐震化を進めていきます。 
 

>:�z�^�¦��><  

�Ñ 5ê5r'ö�f�‚�d�¦ ( 
Ì�V )  

 

�˜>'�±�•�„'ö2°�f�‚�d�¦�_���:'ö2°�b*•7È�ì  

高級鋳鉄管を使用した大口径管路について、重要度及びバックアップの可否

を評価基準とした優先順位を付けて更新を行い、併せて耐震化を進めて   

いきます。 
 

>:�z�^�¦��><  

�Ñ �±�•�„'ö2°�f�‚�d�¦ ( 
Ì�V )  

 

�š>'�ö�¿'ö2°�b�Z
��_���:'ö2°�b*•7È�ì  

木下～柏井導水管の代替管路として、新たに整備する導水管について、耐震

管を布設します。 
 

>:�z�^�¦��><  

�Ñ �ö�¿'ö2°�b�Z
� ( '¨�§�Œ�W>|�ý�­�_�È'ö ) ( 
Ì�V )   

※耐震継手管： 

水道管と水道管、バルブ等を接続する継手に、伸縮性や抜け出し防止機能等を有する継手を採用した水道管。

地震による地盤変異等が発生した場合においても、水道管の抜け出しを抑制することができ、管路の安全性

を確保することができる。 
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第５章 実施計画（５か年の主要施策） 

 

③ 停電・浸水対策等の強化 

 平成３０年に発生した北海道胆振東部地震による大規模停電や令和元年房総半島

台風による停電・浸水被害などの状況を踏まえ、非常用自家発電設備の強化及び浸水

対策に取り組んでいきます。 

 また、侵入防止対策・異物混入対策を引き続き実施し、浄水施設における危機管理

対策を図ります。 
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   大規模な停電時においても、安定して水を供給できるように、浄・給水場に

おける非常用自家発電設備の増強（７２時間対応へ）を実施します。 
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   直近の浸水被害想定に基づき、対象となる浄・給水場については、土嚢や 

防水扉の設置など、当面必要な対策を実施します。 
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第５章 実施計画（５か年の主要施策） 
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① 緊急時に備えた体制の充実 

地震及び事故の発生時等における応急活動を充実し、各種応援協定の実効性を

高めるため、千葉県水道管工事協同組合や関係機関と震災対策総合訓練を連携 

して行うとともに、各所属で行うテーマ型訓練や、「災害時支援協力員制度※」を

活用した訓練等を実施します。 

また、災害発生時における県庁の危機管理部門との緊密な連携や意思決定の 

迅速化等を図るため、本局機能を集約化し、県庁近傍に本局新庁舎を建設します。 
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※災害時支援協力員制度： 

応援給水等の支援活動に経験と知識を有する企業局職員 OB をﾎﾞﾗﾝﾃｨｱとして登録する制度。 
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第５章 実施計画（５か年の主要施策） 

�W>3>+>3 )%�È�
�æ
Æ�›�w�\�b �œ� 0«)Ž>&�Š �Ç�^�w>'  

 

② 給水区域内 1 1 市等関係機関との連携強化 

地震等の非常時において、災害対策基本法や地域防災計画等に基づいて給水 

区域内１１市とともに、病院等の重要施設や住民に対する応急給水活動を迅速 

かつ適切に行っていくため、協議や意見交換等の場を通じて相互の役割分担等   

について確認を行い、連携の強化を図っていきます。 

また、令和元年房総半島台風等の教訓を踏まえ、給水区域内１１市との合同  

訓練を実施するとともに、各市が開催する訓練にも積極的に参加します。 
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第５章 実施計画（５か年の主要施策） 
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 ① 水源の監視・保全 

水源水質の状況を把握し、異常時に迅速に対応するために、定期的な水質調査

の他、臨時のパトロールなどを実施するとともに、関係機関と連携した監視体制

を確保していきます。 

また、水源の水質保全を推進する各協議会等へ参加し、県庁内関係各課、関係

機関と連携して水質改善を促進していきます。 
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第５章 実施計画（５か年の主要施策） 

 

② 高度浄水処理の導入 

安全でおいしい水道水を供給していくため、高度浄水処理の導入を推進して   

いきます。 

これまでに、柏井浄水場東側施設（浄水能力：日量１７万立方メートル）、福増

浄水場（同９万立方メートル）、ちば野菊の里浄水場（同６万立方メートル）の  

３施設に高度浄水処理を整備しています。現在、ちば野菊の里浄水場（第２期）

施設整備事業において、栗山浄水場（同１８万６千立方メートル）の浄水機能の

全量移転に併せて、高度浄水処理の導入を進めています。 
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③ 水質管理の徹底 

水道水の水質基準等を厳守するために、水安全計画※の運用によるリスク対応 

及び適切な水質検査の実施を行うとともに、給水区域の管路末端に設置している

水質自動監視装置の活用や管路の適正な維持管理により、水質管理の徹底を  

図っていきます。 

 

�”>'�È�ó
²0£#ì�b4 #Ý�_�|�•�Ü�«�¡�P�Â  

水源から蛇口までの過程における水質悪化の様々なリスクに対応する管理 

体制等を予め定めた水安全計画については、毎年度見直しを行い、発生が予測

されるリスクへの対応を強化します。 
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水道ＧＬＰ※の認定の更新や水質検査機器の計画的な

更新により適正な測定精度を維持するとともに、水質 

検査計画※は水質基準の改正等を踏まえ毎年度見直し、 

国が定めた検査項目だけでなく独自に設定した項目も

対象とした水質検査を着実に実施していきます。 

 

※水安全計画：水源から給水栓に至る全ての段階において、水道水質に悪影響を及ぼす恐れのある危害の原因
を明確にし、危害原因を排除するため、重点的かつ継続的に監視を行うべき重要管理点（工程）をあらかじ
め定め、管理することで、水の安全性を一層高いレベルで確保する水道システムの管理手法。 

 
※水道 GLP（水道水質検査優良試験所規範の略称）：公益社団法人日本水道協会が認定する、水道事業体の水
質検査部門及び登録検査機関を対象とした、水道水質検査結果の精度と信頼性を確保するための要求事項。 
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第５章 実施計画（５か年の主要施策） 
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給水区域の管路末端に設置した水質自動監視装置により、日常の水質監視 

業務に加えて、濁り水の発生などの水質の変化を常時把握し、異常時に速やかに

対応していきます。 
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長い管路を使って送られる水道水の水質を適正に維持するため、管路状態の

巡回確認やバルブ等の設備の保守点検を定期的に行うとともに、赤濁水等の 

発生を防ぐため、計画的に管内洗浄を行います。 
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※水質検査計画： 

水質検査の項目・場所・頻度のほか、水源の水質状況や、浄水処理で問題となる項目や原因などを記載した

もの。水道法施行規則第 15 条第 6 項において、水道事業者に策定することが義務付けられている。 
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第５章 実施計画（５か年の主要施策） 
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集合住宅やホテル、病院等に見られる貯水槽水道においては、貯水槽施設の

適正管理が重要であることから、引き続き、巡回サービス（啓発及び希望者  

への点検等）により貯水槽設置者への指導・助言を行うとともに、貯水槽施設

の規模や使用状況に応じて直結給水化を促進し、安全で安心な水の普及拡大に

努めていきます。 
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※貯水槽水道： 

ビルやマンションなどにおいて、水道水をいったん受水槽や高置水槽に貯留し、ポンプなどで圧送して利用

者に給水する施設の総称。 

※直 結 給 水：配水管からお客様の蛇口まで、受水槽等を経由せずに直接給水すること。 
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第５章 実施計画（５か年の主要施策） 
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 ① おいしい水の技術的な取組 

お客様に安全でおいしい水道水をお届けするため、水源から蛇口まで一貫した  

安全でおいしい水づくりを推進します。 

残留塩素は、水道水の安全性を確保するために法令で定められた必要不可欠な

ものですが、濃度が高いと水道水のおいしさを損ないます。 

そのため、きめ細かな管理が可能な塩素多点注入方式を導入し、残留塩素   

低減化試験等の実施により、水道水の安全性を確保しながら、残留塩素の低減に

向けた取組を進めていきます。 

また、計画的な管内洗浄により水道水の水質を適正に維持するとともに、集合

住宅等に見られる貯水槽水道においては、引き続き、巡回サービス（啓発及び  

希望者への点検等）により貯水槽設置者への指導・助言や、貯水槽施設の規模や

使用状況に応じて直結給水化を促進していきます。 
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※安全・おいしい水プロジェクト 2021-2025： 
安全でおいしい水道水をお客様にこれからも安心してお使いいただくため、国が定める水質基準よりも厳しい水質
目標等を設定し、その達成に向けて様々な施策を推進するために策定。（計画期間：令和３年度から令和７年度） 

※おいしい水懇話会： 
お客様や学識経験者によって構成され、安全・おいしい水プロジェクト 2021-2025 の各種施策の取組や進捗その他 
について、お客様の客観的な意見や要望を得るために設置。 
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第５章 実施計画（５か年の主要施策） 

 

② おいしい水のお客様との取組 

水道水を安心して御利用いただくために、水道水の安全性やおいしさについて

の情報を、「オフィシャルサイト」や「水道出前講座」等を通じて積極的にＰＲ  

するとともに、「水質検査体験」や「おいしい水検定」等のお客様が御自宅で参加

できる取組を実施します。 

また、「安全・おいしい水プロジェクト 2021-2025」の推進に当たっては、   

「おいしい水懇話会」等を通じて、お客様の御意見・御要望を踏まえながら、   

具体的な施策を展開していきます。 
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第５章 実施計画（５か年の主要施策） 
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 ① 支払方法の多様化や手続き等のオンライン化 

   お客様の満足度を高めるためには、お客様と当局との接点になる水道料金の 

支払及び水道使用開始・中止の申込など各種手続に関して、時間や場所の制約を

減らすとともに、より円滑・迅速に行える方法を整備することが重要です。 

   このため、クレジットカード払い等のキャッシュレス決済を導入し、支払方法

の多様化を図ります。 

   また、水道使用開始・中止、支払い方法の登録等の各種手続き及び御相談に  

ついて、オンライン上で行えるよう受付窓口のデジタル化等を図ります。 
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第５章 実施計画（５か年の主要施策） 

 

② 「お客様の声」を活かした事業運営 

�” >'�È*È�q�·�b
˜��  

お客様の視点に立った水道事業の運営のためには、お客様のニーズを的確に

把握することが不可欠です。ＩＣＴ（情報通信技術）の進歩及び新型コロナ  

ウイルス感染症の影響による生活様式の変化に伴い、お客様の御意見･御要望は

変化していくことが見込まれます。 

そこで、県営水道では、時代とともに変化していくお客様のニーズを迅速に

把握するため、インターネットモニターによるアンケートや各種イベントでの

アンケートを実施することに加え、各種手続き窓口のデジタル化等に並行して、

広聴機能の多様化について検討していきます。 

さらに、広聴相談窓口などを通じて寄せられる様々な「お客様の声」を迅速

かつ的確に集計・分析し、速やかに関係部門にフィードバックして活用する  

ことにより、「お客様の声」を事業運営に役立てていきます。 
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今後、施設の更新需要の増大等により、県営水道事業の経営状況は厳しい  

ものとなる見込みであり、水道事業に対する一層の御理解と御協力をいただく

ため、より積極的な情報発信が必要となります。 

そのため、広報紙「県水だより」の内容を充実させ、また、わかりやすい    

ホームページづくりに取り組むとともに、新聞、テレビ、ラジオ、ＳＮＳなど

各種媒体を効果的に組み合わせた情報発信を行うなど、お客様に伝わる広報に  

努めます。 

また、日頃より、応急給水箇所等の情報をお客様に積極的に発信すると   

ともに、災害時における適切な情報発信に努めます。 
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第５章 実施計画（５か年の主要施策） 
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① 県内水道の統合・広域連携 

現在、九十九里地域・南房総地域の用水供給事業体と県営水道との統合   

（リーディングケース）と、県営水道が給水している地域の水道事業の     

在り方に関する協議が進められています。 

その中で県営水道は、関係する市町村等との連携を密にし、これまで培って  

きた組織力・技術力により、地域の中核水道事業体としての役割を果たして   

いきます。 
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第５章 実施計画（５か年の主要施策） 

 

② 環境負荷の低減に向けた取組 

 配水量の少なくなる夜間における給水ポンプ運転停止等による水運用の効率化

や、幕張給水場、妙典給水場及び北船橋給水場に導入したマイクロ水力発電設備、

ちば野菊の里浄水場に導入した太陽光発電設備を安定的に運用することで、環境 

負荷の低減を図るとともに、電力消費量の削減を目指します。 

浄水処理工程において発生する浄水発生土については、セメント原料等として 

引き続き再資源化していきます。 

また、管路更新工事等において発生する建設発生土については、条件に適合する

ものは埋め戻し用土として利用するとともに、アスファルト等の舗装材及び   

コンクリート塊については、舗装材等として引き続き再資源化していきます。 
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第５章 実施計画（５か年の主要施策） 

 

③ 国際貢献及び他事業体への技術支援 

ＪＩＣＡ等の要請に応じて行う開発途上国への技術支援による国際貢献を引き

続き実施するとともに、地域の中核となる水道事業者として、県営水道が行って 

いる水道技術研修を開放し、県内水道事業体の技術向上を支援します。 
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第５章 実施計画（５か年の主要施策） 
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① 職員の育成・確保及び能力開発 

�”>'��2¶$×�^�•/¡%Ê�Ÿ�b���‹  

水道事業の運営に必要な専門的な知識・経験を有する技術職員の継続的な 

育成に取り組むとともに、県営水道が培ってきた特有の高度な技術的ノウハウ

の継承と技術職員のレベルアップを図るため、より実効性の高い実践的な研修

を実施します。 

また、浄・給水場設備や大口径送配水管路等の更新事業を確実に実施するため、  

最新の水道技術等に関する専門知識を有した人材の育成に取り組みます。 
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第５章 実施計画（５か年の主要施策） 
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職務の遂行に必要な能力を開発していくため、職員研修においては、役職や

担当業務ごとに研修を実施するとともに、外部機関の主催する研修等に積極的

に参加するなど人材の育成と能力開発を効果的に行っていきます。 

また、適正な業務執行を確保し、お客様や社会の要請に応える水道事業を  

推進するため、職員のコンプライアンス意識の浸透・徹底を図るとともに、  

接客サービス向上に向けた取組を引き続き実施します。 

さらに、近年のベテラン職員の大量退職、それに伴う新規採用職員の増加を   

踏まえ、当局に蓄積されている技術力、現場のノウハウを効果的に継承させる

ため、新規採用職員等を対象とした組織的なＯＪＴ※を継続していきます。 
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安全でおいしい水を将来にわたって安定的に供給するためには、今後本格化

する水道施設の再構築を着実に進めることが可能な責任ある執行体制を確保 

することが必要です。 

このため、将来にわたって適切な規模の人員・組織体制を確保できるよう、

新規採用等により事業執行に必要な人員を確保するとともに、民間企業経験者

の採用などにより、年齢構成のバランスにも配慮するなど、人材の確保を   

図ります。 
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※OJT（ｵﾝ・ｻﾞ・ｼﾞｮﾌﾞ・ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ）： 

 職場の上司や先輩が具体的な仕事を通じて、部下や後輩に必要な知識・技術等を実践的かつ具体的に指導す

る人材育成のこと。 
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第５章 実施計画（５か年の主要施策） 

 

② ＩCT（情報通信技術）や民間活力の活用による業務の効率化 

今後、ますます発展・普及することが見込まれるＩＣＴ（情報通信技術）や   

ＡＩなどの技術を活用したお客様サービスの向上、業務の効率化やコスト削減等

について検討を進めていきます。 

また、増加する管路の更新・整備需要に対応するため、監督職員が行う工程  

管理や工事現場における立会、施工状況の確認等の業務を可能な限り民間業者に

委託することにより業務の効率化を図るとともに、新たな契約手法について調査・

検討します。 
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③ システムの安定運用及びセキュリティ対策の強化 

県営水道では、情報システムを幅広い分野で活用していることから、システム

の安定運用と情報資産の安全性確保が重要となっています。 

このため、情報システム等の更新を進め、適切な維持管理を実施するとともに、  

コンピュータウィルスや不正行為等の脅威から、お客様の個人情報等重要情報を

保護するため情報セキュリティ対策の強化を図ります。 

また、令和７年度に予定されている庁舎移転にあたり、業務継続に支障がない

よう、情報機器の移設等による情報システムの運用に対する影響の最小化を  

図ります。 
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※ＤＢ（デザインビルド）： 

 発注者が委託して作成した設計に基づき、入札を行い、応札した建設業者によって施工する方式ではなく、 

設計と施工をまとめて発注し、一つの企業体が設計と施工の両方に責任を負って工事を完成させる方式。 
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第５章 実施計画（５か年の主要施策） 

 

④ 健全経営の推進 
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県営水道では、発注規模の大型化や物品・機器等の一括調達、浄・給水場の  

運転管理の委託化など、これまで様々な経費削減に係る取組を推進して   

きました。 

今後においても、大量の水道施設の更新を控える中、これまでの経費削減に 

係る取組を引き続き実施していきます。 

また、将来負担の軽減を図るため、補償金を必要としない企業債の繰上償還※

が可能となるよう国への要望活動を行っていきます。 
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これまで県営水道では、新規の企業債発行額を元金償還額の範囲内に抑える 

など、可能な限り、企業債残高の削減に努めてきましたが、今後においては、   

水道施設の更新需要の増大に伴い、建設改良費の増加が見込まれており、給水  

収益と企業債のバランスをとりながら、更新財源の確保を図っていく必要があり

ます。 

このため、企業債については、長期的な収支見通しをもとに、金利の動向、   

企業債残高、資金残高等に留意しつつ、活用を図っていきます。 
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※補償金免除繰上償還： 

 国により、平成 19 年度から平成 24 年度にかけて実施された臨時特例措置。一定の条件を満たした場合、

通常の繰上償還の場合に求められる補償金（貸し手側に生じる損失の補てん）の支払いが免除された。 
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第６章 財政収支見通し 

 

  

 

>/  0£#ì�‡6ë>&�ç�ô>1�º�Ø>|>5�º�Ø>'�_�>�E�•2��;�p�-0b3û�K  

>&>/>' �p%�$×�p�-  

 計画期間５年間の収支については、水道料金収入等の収益的収入４，１８８億円

に対して、水道水をつくり供給する費用等の収益的支出は３，７５３億円を 

見込んでいます。 

この結果、純利益（消費税調整後）は２９２億円を見込んでいます。 

  なお、この純利益２９２億円については、企業債償還金に充当する予定です。 

 

  

 �Ò�‹�
 )%�È�p%��b�Q�•�@�ƒ�u�^�8�G�\�x �‹0¿�b�f�‚7Â0[�b�Q�±'¼�_�|�~�
�]�K�8

)�� "g�#�@�£�•�I�€�•�^�?�
�È4(�È�†�W�¶�_�ƒ�S�W�Z�>���]�_�ó��$×�_�>�†�E�M�•

�G�\�@�
�È4(�¦��*…�b�q�± �b�Q�è�[�M��  

 �G�b�S�u�
�È4(�‹0¿�b�f�‚�†0£#ì$×�_ ���‹�M�•�^�] �ú
²�^2��»4 � �† /œ�:�G�\�†

�ö�•$×�^*ƒ�<�‰�\�K�
�ç�ô>1�º�Ø�?�}>/>.�?�º�b2��;�p�-0b3û�K�†�8�B�K�r�K�S��   

�W>4>+>/  �p%�$×�p�-�b 0b3û�K 
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第６章 財政収支見通し 
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企業債残高 建設改良費 企業債発行額

0£#ì�‡6ë

（年度）

（億円） （億円）

 

>&>0>'2(�•$×�p�-  

  施設の更新・整備費等の資本的支出は５年間総額３，４９５億円を見込んで 

おり、この支出額は企業債等の資本的収入１，４１２億円及び減価償却費等から  

生じる損益勘定留保資金等によって補填します。 
 

  �”  ��0¿�5,�2�  

   施設の更新・耐震化工事の促進及び災害対応の強化を図るため、建設改良費は 

前計画（平成２８年度～令和２年度）と比べ６３３億円増の２，８７３億円を   

見込んでいます。 

 【主な建設改良費】 

   ①管路の更新・整備 

    ・鋳鉄管更新工事（小中口径管） 

    ・大口径管路更新工事 

   ・基幹管路の整備（第二木下～柏井導水管） 

  ②浄・給水場等の更新・整備 

・非常用自家発電設備の整備 

    ・ちば野菊の里浄水場（第２期）施設整備事業 

�–  �û��
.  

建設改良費の額に応じて、企業債を活用して財源を確保し、５年間で     

１，１５５億円発行を見込んでいます。 

令和７年度末の企業債残高は、令和２年度末から５４５億円増の１,９１６億円

となる見込みです。 

なお、企業債の発行にあたっては、借入時における金利や資金残高等に留意  

しつつ、世代間の負担の公平性なども考慮するとともに、各年度の決算の状況  

なども踏まえ、可能な限り新規借入額を抑制するよう努めます。 

  

�W>4>+>0 �û��
.>& �g9×�í $Î/œ8 >' �í ��0¿�5,�2��b 0b3û�K 
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第６章 財政収支見通し 

828 841 842 840 837 4,188

水道料金 648 657 658 656 655 3,274

長期前受金戻入 76 76 76 75 75 377

その他 104 108 108 109 107 537

783 731 738 748 753 3,753

営業経費等 446 393 391 391 391 2,012

減価償却費等 316 320 330 342 348 1,656

支払利息 21 19 17 15 14 86

45 110 104 91 84 435

28 29 29 29 28 143

17 81 75 63 56 292

294 267 298 263 291 1,412

企業債 240 225 250 205 235 1,155

その他 54 42 48 58 56 257

702 695 754 635 709 3,495

建設改良費 579 569 627 514 583 2,873

企業債償還金 120 124 124 118 123 610

その他 3 3 2 3 3 13

▲ 408 ▲ 429 ▲ 456 ▲ 372 ▲ 418 ▲ 2,083

347 273 175 162 100 ー

1,491 1,592 1,717 1,804 1,916 ー

（単位：億円）

３年度 ４年度 ５年度 ６年度 ７年度
計画

期間計

当年度末資金残高

年度末企業債残高

収

益

的

収

支

収益的収入

収益的支出

純利益

資

本

的

収

支

資本的収入

資本的支出

資本的収支差額

年　　度

収益的収支差額

消費税調整額

区　　分

●経営指標の推移

３年度 ４年度 ５年度 ６年度 ７年度
101.9 111.6 110.6 108.7 107.7
78.3 77.5 76.5 75.9 75.0

（単位：％）

経常収支比率
自己資本比率

項　目

 

 

 

 

 

  

�p�‡)�� 0£#ì >&�ç�ô >1�º�Ø>|�ç�ô>5�º�Ø>' 2��;�p�-0b3û�K  

（注）端数処理（四捨五入）しているため、内数と合計が一致しない箇所があります。 

�p%�$×�p�-  2(�•$× �p�-  
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第６章 財政収支見通し 

2��;�p�-0b3û�K >&�ç�ô>6�º�Ø>| �ç�ô >/>0�º�Ø>'  

4,188 4,180 ▲ 8

水道料金 3,274 3,260 ▲ 14

長期前受金戻入 377 375 ▲ 2

その他 537 544 7

3,753 3,882 129

営業経費等 2,012 1,949 ▲ 63

減価償却費等 1,656 1,868 212

支払利息 86 65 ▲ 21

435 297 ▲ 138

143 142 ▲ 1

292 155 ▲ 137

1,412 1,511 99

企業債 1,155 1,306 151

その他 257 205 ▲ 52

3,495 3,302 ▲ 193

建設改良費 2,873 2,586 ▲ 287

企業債償還金 610 709 99

その他 13 7 ▲ 6

▲ 2,083 ▲ 1,791 292

100 100 ー

Ｒ７年度末

1,916

R12年度末

2,514
－

（単位：億円）

資本的支出

資本的収入

収益的支出

収益的収入

令和8年度～12年度

の期間計　②

差額

（②－①）

年度末企業債残高

年　　度 令和３～７年度計

（計画期間計）①区　　分

収

益

的

収

支
収益的収支差額

消費税調整額

純利益

資

本

的

収

支

資本的収支差額

年度末資金残高

 

>0 �ç�ô>6�º�Ø>|>/>0�º�Ø�_�>�E�•2��;�p�-0b3û�K  ※令和７年度に見直し予定 
 

>&>/>'�p%�$×�p�-  

  �q�p%�$×�p
°  計画期間と比べ８億円減の４，１８０億円となる見込み。 

  �r�p%�$×�-��  施設の更新・耐震化工事の実施に伴う減価償却費の増などにより、 

  計画期間と比べ１２７億円増の３，８８２億円となる見込み。 

  �s(ç  �<  %� 計画期間と比べ、黒字は１３７億円減の１５５億円となる見込み。 

>&>0>'2(�•$×�p�-  

  �q 2(�•$×�p
°  建設改良費の額に応じ、企業債を１，３０６億円発行などにより

１，５１１億円となる見込み。なお、令和１２年度末の企業債残高

は２，５１４億円となる見込み。 

  �r 2(�•$×�-��  建設改良費が、非常用自家発電設備整備事業の完了（令和７年度）

などにより、計画期間と比べ２８７億円減小することなどにより、

３，３０２億円となる見込み。 

 

 

  

（注）端数処理（四捨五入）しているため、内数と合計が一致しない箇所があります。 
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第６章 財政収支見通し 

 

>1 �Ò�‹�b 2��»4 �   

純利益は、施設の更新・耐震化工事の実施に伴う減価償却費の増などにより、減少

していくものと見込んでいます。 

 また、建設改良費は施設の更新・耐震化工事の促進及び災害対策の強化を図るため、

増加する予定であり、その財源として企業債を活用するため、企業債残高は毎年度 

増加する見込みです。 

このため、引き続き経費の節減やアセットマネジメント※の実施などにより事業費

の平準化に努めるほか、料金水準のあり方を念頭に置きながら適切な財務運営に  

努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※アセットマネジメント： 

 持続可能な水道事業を実現するために、中長期的な視点に立ち、水道施設のライフサイクル全体にわたって

効率的かつ効果的に管理運営する体系化された実践活動のこと。 

�W>4>+>1 �p%�$×�p�- �b �N&ã 

 

�W>4>+>2 ��0¿ �5,� 2� �b �N&ã 
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第７章 計画の進行管理と評価 

 

 計画の進行管理については、目標を設定したうえで、定期的に進捗状況を把握し、

その達成状況を評価していきます。 

 なお、この評価については内部評価と外部有識者による第三者評価を行い、評価 

結果をＰＤＣＡサイクルに反映させていきます。 

 また、評価の実施状況や結果及び「広聴相談窓口」やアンケートなどを通じて   

寄せられる「お客様の声」を活かした業務改善事例については年度ごとに県営水道の

ホームページ等で公表し、お客様への説明責任を果たしてまいります。 

 

 

 

 

  

�ö�• #.�Õ  
�8�X�[�v�
 �ó
²�[�>�8�K�8�È�†�ó���K�Z�j)%�K�
  

�>���] �@�ó�°�K�
�™8—�† �$ �O�•�È4(  
 

��#'  
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第７章 計画の進行管理と評価 

 

�Ñ�z0[�‹'Ç�_�>�E�•�B�Ý�æ�†�l�g>3�?�º�b% �†  

 計画の進行管理を効果的に実施するために、８つある主要施策の 

それぞれについて成果指標を定め、評価を行います。 

 

�Ð�ö�•% �†>/�Ñ���I8����^�È4(�b�S(�  

 �z0[�‹'Ç>&>/>'�ó��)%�È�b&��–  

�B�Ý�æ�†>/  �w�È���¦�>�m�œ  

% �†>&�–�º�Ø>'  >.�G  

#'"g>&�ç�ô
–�º�Ø>'  >.�G  

 浄水場において、設備機器等の故障により機能停止事故が発生した割合を示す

ものです。（水源の水質事故に由来するものを除く）数値が低いほど、浄水場が

安定的に稼働していることになります。 

 

�B�Ý�æ�†>0 'ö2°�b�¦�>�m�œ  

% �†>&�–�º�Ø>'  'ö2° >/>.>. km�6�S�~ >/>,>. �ó�è�W  

#'"g>&�ç�ô
–�º�Ø>'  'ö2° >/>.>. km�6�S�~ >/>,>. �ó  

 管路の破裂、破損、漏水等の事故が発生した割合を示すものです。数値が低い

ほど、管路が正常に機能していることになります。 
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第７章 計画の進行管理と評価 

 

 �z0[�‹'Ç>&>0>'!O���_�I�8�‹0¿�Z
��b�N4
  

�B�Ý�æ�† >/   4�Ê�Ù'g�…�æ�_�>�E�•'ö2°�b*•7È�ì"á  

% �†>&�ç�ô>5�º�Ø>'  >5>.>,>.>#  

#'"g>&�ç�ô
–�º�Ø>'  >2>5>,>5># 
 給水区域のうち、湾岸埋立地域に布設されている管路の耐震化率の進捗状況を

表しており、地震災害に対する水道システムの安全性を示すものです。 

 

�B�Ý�æ�† >0 �q 5�0[)%�È�‹0¿'ö2° >&�`�p�•�„>' �b*•7È�ì"á  

% �†>&�ç�ô>5�º�Ø>'  >6>.>,>.># �è�V  

#'"g>&�ç�ô
–�º�Ø>'  >0>3>,>2># 
重要給水施設管路のうち、「災害拠点病院」及び「災害医療協力病院」、 

「防災拠点」に供給する小中口径管路の耐震化率を示すものです。 

 

�B�Ý�æ�† >1 'ö2°�b*•7È�ì"á  

% �†>&�ç�ô>5�º�Ø>'  >1>.>,>.>#  

#'"g>&�ç�ô
–�º�Ø>'  >0>1>,>4># 
 給水区域全域に布設されている管路の耐震化率の進捗状況を表しており、地震

災害に対する水道システムの安全性を示すものです。 

 

�B�Ý�æ�†>2 �w�í)%�È���b*•7È�ì"á  

% �†>&�ç�ô>5�º�Ø>'  >7>7>,>3># 
#'"g>&�ç�ô
–�º�Ø>'  >7>6>,>/># 
 浄・給水場等の施設全体のうち、耐震化工事を実施済みの施設の割合を示すもの

です。 
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第７章 計画の進行管理と評価 

 

 �z0[�‹'Ç>&>1>'�4�µ'ö#.�/�D�b 
˜��  

�B�Ý�æ�†>/  )m�ô�ì�_�>�E�• )%�È�/�D  

% �†>&�–�º�Ø>'  �ö�í�•�È�‡6ë�†>24�6ë�è
Æ�_�š�<�•  

#'"g>&�ç�ô
–�º�Ø>'  2x4#�ó�X>80ñ�\�^�K  

 いかなる事故・災害発生時にも４週間以内で、通常の市民生活・社会生活に戻れ

るよう、常時、電源・水質対策から応急給水・応急復旧までを含めた水道システム

全般の総合的な体制づくりを確立するものです。 

 

�B�Ý�æ�† >0 �›'� 0«)Ž'¼�b���‹ "á  

% �†>&�–�º�Ø>'  >/>.>.>#  

#'"g>&�ç�ô
–�º�Ø>'  >/>.>.>#  

 関係機関との連携強化や、非常時に迅速に行動できる体制を構築するため、「非

常時対応訓練」、「テーマ型訓練」、「給水区域内各市との合同訓練」などの多岐

に渡る訓練等の実施率を示したものです。 

 

 

�Ð�ö�•% �†>0�Ñ���ó
²���^�È�b�j)%  

 �z0[�‹'Ç>&>2>'�ó
²�[�ó�°�^�È�Y�C�~  

�B�Ý�æ�†>/  �È4(�È�_�>�E�•�È2A�ö =2x4#�ó�X  

% �†>&�–�º�Ø>'  >.�ó  

#'"g>&�ç�ô
–�º�Ø>'  >.�ó  

 水質基準５１項目（令和元年度現在）について、水道水において基準濃度等を

超過した件数を表しており、水道水の安全性を示しています。 

 

 �z0[�‹'Ç>&>3>'�>�8�K�8�È�b�j)%  

�B�Ý�æ�†>/  �È4(�È�b8ç�s�È�\�K�Z�b 62Š�Ø  

% �†>&�ç�ô>5�º�Ø>'  >6>.>#�è�V  

#'"g>&�ç�ô
–�º�Ø>'  >5>6># 
 インターネットモニターアンケート調査において、水道水について飲み水とし

て満足している人の割合を示すものです。数値が高いほど、おいしい水づくりの

成果が表れていることになります。 
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第７章 計画の進行管理と評価 

 

�Ð�ö�•% �†>1�Ñ�>���]�?�}�b���™8—���b&��–  

 �z0[�‹'Ç>&>4>'�>���]�§�î�Å�«�b�¥�V  

�B�Ý�æ�†>/  %4�È�T�|�~ 62Š�Ø  

% �†>&�–�º�Ø>'  >7>.>,>. >#�è�V  

#'"g>&�ç�ô
–�º�Ø>'  >6>6>,>5># 
インターネットモニターアンケート調査において、広報紙「県水だより」の 

内容について満足している人の割合を示すものです。 

 

�B�Ý�æ�†>0 �Í�î�Ò�Ì�î�ª 62Š�Ø  

% �†>&�–�º�Ø>'  >6>.>,>. >#�è�V  

#'"g>&�ç�ô
–�º�Ø>'  >5>5>,>4># 
 インターネットモニターアンケート調査において、県営水道のホームページの

内容について満足している人の割合を示すものです。 

 

�B�Ý�æ�†>1 �>���]�§�î�Å�« 62Š�Ø  

% �†>&�–�º�Ø>'  >7>.>,>.># �è�V  

#'"g>&�ç�ô
–�º�Ø>'  >7>0>,>0># 
 インターネットモニターアンケート調査において、水道水全般、料金設定及び職

員対応について満足している人の割合を示すものです 

 

 

 �z0[�‹'Ç>&>5>'�±0d�•�¦���/�b2��»�\&k�
2	"©  

�B�Ý�æ�†>/  �§4ß�ì!c(ò�<��5��P�ö  

% �† >1>*>1>.>.>r>+ CO>0/ �º  

#'"g>&�ç�ô
–�º�Ø>'  >1>*>1>1>1>r>+CO>0/ �º  

 環境対策の実施により、従来に比べて削減される二酸化炭素排出量を示して  

います。 
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第７章 計画の進行管理と評価 

 

 �z0[�‹'Ç>&>6>'4 � �ö%��b�I�ì  

�B�Ý�æ�† >/  )��–�p�-�š"á  

% �†>&�–�º�Ø>'  2��;�p�-0b3û�K�_�>�E�•�X�Í�è�V  

>&P.50 �g!·>'  

#'"g>&�ç�ô
–�º�Ø>'  >/>/>0>,>0># 

 経常費用に対する経常収益の割合を示すものです。数値が高いほど、経常利益

が確保できていることを表します。 

 

�B�Ý�æ�† >0 +¬�k2(�•�S�B�š"á  

% �†>&�–�º�Ø>'  2��;�p�-0b3û�K�_�>�E�•�X�Í�è�V  

>&P.50 �g!·>'  

#'"g>&�ç�ô
–�º�Ø>'  >5>7>,>3># 
 総資本に対する自己資本の割合を示すものです。数値が高いほど、事業が安定

していることを表します。 
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管理部総務企画課 

〒２６２－８５１２ 千葉市花見川区幕張町５－４１７－２４ 

ＴＥＬ：０４３－２１１－８３６３ 

ホームページ：https://www.pref.chiba.lg.jp/suidou/index.html 



 

 

 

  



 

 

 


